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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月1日(2021.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　損傷した組織を識別するための装置であって、
　　解剖学的部位及びその周囲の組織を調べることができる１つ又は複数の同軸電極であ
って、
　　　前記１つ又は複数の同軸電極の各々が、無線周波数信号を発信及び受信して、生体
インピーダンス信号を生成するように構成される、１つ又は複数の同軸電極と、
　　前記１つ又は複数の同軸電極に電子的に結合し、前記生体インピーダンス信号を表皮
下水分（ＳＥＭ）値に変換するように構成される回路と、
　　前記回路に電子的に結合し、前記ＳＥＭ値を受信するように構成されるプロセッサと
、
　　前記プロセッサに電子的に結合され、前記プロセッサ上で実行されると、
　　　前記プロセッサから、前記解剖学的部位及びその周りで時間間隔にわたって測定さ
れた前記ＳＥＭ値の少なくとも２つを受信するステップ、
　　　前記解剖学的部位およびその周りで前記時間間隔の所定の部分について測定された
前記ＳＥＭ値から最大ＳＥＭ値を決定するステップ、
　　　前記最大ＳＥＭ値と、前記解剖学的部位およびその周りで前記時間間隔の所定の部
分について測定された残りの前記少なくとも２つのＳＥＭ値の各々との差を決定するステ
ップ、並びに、
　　　前記時間間隔で所定の閾値より大きい差に関連する組織に損傷組織というフラグを
立てるステップを実行する命令が格納されている持続的なコンピュータ可読媒体と、を備
える、損傷した組織を識別するための装置。
【請求項２】
　　基材をさらに備え、前記１つ又は複数の同軸電極は、前記基材の第１の側面に埋め込
まれている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記基材は、可撓性である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記基材は、カプトン、ポリイミド、及びそれらの組み合わせから成る群から選択され
る材料を含む、請求項３に記載の装置。
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【請求項５】
　前記基材の前記第１の側面に対向する第２の側面に隣接する層に配置されるコンフォー
マル圧力パッドをさらに備える、請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記基材は硬い、請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記基材の前記第１の側面に対向する第２の側面に配置される第１の圧力センサをさら
に備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の圧力センサは、高圧センサ及び低圧センサから選択される、請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
　前記基材の前記第１の側面に対向する第２の側面上に配置される第２の圧力センサをさ
らに備える、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の圧力センサは低圧センサであり、前記第２の圧力センサは高圧センサである
、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＳＥＭ値と、０．５より大きい値の差に関連する前記相対測定位置とを表示するユ
ーザインターフェースをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　データを遠隔装置に受信及び送信するように構成される第２の回路をさらに備える、請
求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記無線周波数信号は、１００キロヘルツ（ｋＨｚ）未満の周波数を有する、請求項１
に記載の装置。
【請求項１４】
　前記無線周波数信号は、３２ｋＨｚの周波数を有する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記１つ又は複数の同軸電極は、４ミリメートル（ｍｍ）から４０ｍｍの範囲の直径を
有する、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　温度プローブをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　損傷した組織を識別するための持続的なコンピュータ可読媒体であって、プロセッサ上
で実行されると、
　　前記プロセッサから、解剖学的部位及びその周りで時間間隔の所定の部分について測
定されたＳＥＭ値の少なくとも２つを受信するステップ、
　　前記解剖学的部位およびその周りで前記時間間隔の前記所定の部分について測定され
た前記ＳＥＭ値から最大ＳＥＭ値を決定するステップ、
　　前記最大ＳＥＭ値と、前記解剖学的部位およびその周りで前記時間間隔の所定の部分
について測定されたされた残りの前記少なくとも２つのＳＥＭ値の各々との差を決定する
ステップ、並びに、
　　前記時間間隔の所定の部分について所定の閾値より大きい差に関連する組織に損傷組
織というフラグを立てるステップを実行する命令が格納されている、持続的なコンピュー
タ可読媒体。
【請求項１８】
　損傷した組織を識別するための手持ち式デバイスに組み込まれるよう構成されたジオメ
トリを有する、請求項１７に記載の持続的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
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　損傷した組織を識別するための方法であって、前記方法が、
　特定の期間にわたって装置を使用して、解剖学的部位及びその周囲で連続した複数の表
皮下水分（ＳＥＭ）値を取得し、
　前記連続する複数のＳＥＭ値の各々のデルタ値を決定するステップと、
　前記デルタ値の各々が閾値を超えているか否かを決定するステップと、
　時間間隔の所定の部分の期間に前記デルタ値が前記閾値を超えたときに損傷組織を識別
するステップと、を備え、前記装置が、
　　　無線周波数信号を発信及び受信して、生体インピーダンス信号を生成するように構
成される、１つ又は複数の同軸電極と、
　　前記１つ又は複数の同軸電極に電子的に結合し、前記生体インピーダンス信号を前記
ＳＥＭ値に変換するように構成される回路と、
　　前記回路に電子的に結合し、前記ＳＥＭ値を受信するように構成されるプロセッサと
、
　　前記プロセッサに電子的に結合し、命令が格納された持続的なコンピュータ可読媒体
を備える、損傷した組織を識別するための方法。
【請求項２０】
　前記解剖学的部位は、骨隆起である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記解剖学的部位の周囲で測定された少なくとも２つのＳＥＭ値は、前記骨隆起から等
距離で記録される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記骨隆起の周りの１つ又は複数の同心円上に位置する位置で、２つ以上のＳＥＭ値が
測定されることをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　時間間隔の前記所定の部分は、５日である、請求項１に記載の装置。
【請求項２４】
　時間間隔の前記所定の部分は、４日である、請求項１に記載の装置。
【請求項２５】
　時間間隔の前記所定の部分は、３日である、請求項１に記載の装置。
【請求項２６】
　時間間隔の前記所定の部分は、２日である、請求項１に記載の装置。
【請求項２７】
　時間間隔の前記所定の部分は、１日である、請求項１に記載の装置。
【請求項２８】
　時間間隔の前記所定の部分は、５日である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２９】
　時間間隔の前記所定の部分は、４日である、請求項１９に記載の方法。
【請求項３０】
　時間間隔の前記所定の部分は、３日である、請求項１９に記載の方法。
【請求項３１】
　時間間隔の前記所定の部分は、２日である、請求項１９に記載の方法。
【請求項３２】
　時間間隔の前記所定の部分は、１日である、請求項１９に記載の方法。
【請求項３３】
　時間間隔の前記所定の部分は、５日である、請求項１７に記載の持続的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項３４】
　時間間隔の前記所定の部分は、４日である、請求項１７に記載の持続的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項３５】
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　時間間隔の前記所定の部分は、３日である、請求項１７に記載の持続的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項３６】
　時間間隔の前記所定の部分は、２日である、請求項１７に記載の持続的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項３７】
　時間間隔の前記所定の部分は、１日である、請求項１７に記載の持続的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項３８】
　前記第２の回路が、有線データを受信および送信するように構成される、請求項１２に
記載の装置。
【請求項３９】
　前記有線データの受信および送信が、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）を介して行われ
る、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記第２の回路が、無線データを受信および送信するように構成される、請求項１２に
記載の装置。
【請求項４１】
　前記無線データの受信および送信が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又はＷｉｆｉを介して行わ
れる、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記遠隔装置が、コンピュータ、タブレット、モバイルデバイス、およびウェアラブル
デバイスから成るグループから選択される、請求項１２に記載の装置。
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